
定期航空協会 国土交通省航空局 警察庁

令和�年�月��日の新法成立により

皆さまと共に「盗撮のない社会」を目指して。

航空機内の秩序を乱す、または規律に違反する場合、航空法上の安全阻害行為等に該当することがあります。

周囲へのご迷惑や安全・業務の妨げになる場合があるため、
他のお客様や乗務員などの無断撮影はご遠慮ください。

Please refrain from taking photos of other passengers or staff without their permission.

盗撮行為  は、法律で罰せられることとなりました。！ ※

法務省

NO!盗撮
その行為、機内でも違法で

す。

No “Sneak Photography
” !

※ひそかに性的姿態等を撮影する行為を指し、

�年以下の拘禁刑か
���万円以下の罰金
imprisonment for up to three years
or a fine of up to three million yen.

       “Sneak Photography”   is now punishable by the new law enacted on June ��th, ����.


